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第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」に
、

「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
中
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
三
項
中
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
十
第
四
項
中
「
一
年
三
月
」
を
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
十
六
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

五
項
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二
中
「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
三
項
」
に
、「
第
百
九
十
三
条
第
二
項
第
四

号
」
を
「
第
百
九
十
三
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、

第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
四
項
中
「
こ
れ
ら
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

12

第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
八
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
を
請
求
す
る
者
が

そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
第
三
項
、
第
七
項
、
第
九
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内

に
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
二
条
中
「
第
百
七
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
章

再
審
及
び
訴
訟
（
第
五
十
三
条
e

第
六
十
条
の
二
）」を
「
第
六
章

再
審
及
び
訴
訟
（
第
五

第
六
章
の
二

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正

第
一
節

国
際
登
録
出
願
（
第

第
二
節

国
際
意
匠
登
録
出
願

十
三
条
e

第
六
十
条
の
二
）

協
定
に
基
づ
く
特
例

六
十
条
の
三
e

第
六
十
条
の
五
）

に
係
る
特
例
（
第
六
十
条
の
六
e

第
六
十
条
の
二
十
三
）」に
、「
第
六
十
条
の
三
」
を
「
第
六
十
条
の
二
十
四
」
に
改

め
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
証
明
す
る
書
面
」
の
下
に「（
次
項
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４

証
明
書
を
提
出
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
証

明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
証
明
書
を
特
許
庁
長
官

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
中
「
第
二
項
（
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
加
え
、「
第
四
十

三
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
加
え
、「
及
び
第
四
十
三
条
の
二
」
を
「
並

び
に
第
四
十
三
条
の
三
」
に
、「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期

間
内
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
登
録
出
願
と
同
時
」
と
、
同
条
第
二
項
」
に
、「
あ
る
の
は
、」を
「
あ
る
の
は
」に
改
め
、

「
三
月
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
前
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
」
と
」
を

加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

当
該
意
匠
権
に
係
る
意
匠
に
つ
い
て
の
第
六
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

登
録
料
を
納
付
す
る
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に

そ
の
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
な
く
な
つ
た

日
か
ら
十
四
日
（
在
外
者
に
あ
つ
て
は
、
二
月
）
以
内
で
そ
の
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
そ
の
登
録
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
五
条
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
第
百
七
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、同
条
第
四
項
中「
第

百
七
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
三
を
第
六
十
条
の
二
十
四
と
す
る
。

第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章
の
二

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
基
づ
く
特
例

第
一
節

国
際
登
録
出
願

（
国
際
登
録
出
願
）

第
六
十
条
の
三

日
本
国
民
又
は
日
本
国
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
す
る
外

国
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定（
以
下「
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
改
正
協
定
」
と
い
う
。）第
一
条
E

に
規
定
す
る
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
出
願
」
と
い
う
。）を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し
て
国

際
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
登
録
出
願
」
と
い
う
。）を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
国
語
で
作
成
し
た
願
書
及
び
必
要
な
物
件
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
匠
登
録
出
願
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
条
の
四

第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
十
七
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。）及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
国
際
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
条
の
五

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
登
録
出
願
に
関
し
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
及
び
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
改
正
協
定
に
基
づ
く
規
則
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
の
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
特
例

（
国
際
出
願
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
）

第
六
十
条
の
六

日
本
国
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
指
定
締
約
国
と
す
る
国
際
出
願
で
あ
つ

て
、
そ
の
国
際
出
願
に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条
D

に
規
定
す
る
国
際
登
録
（
以
下
「
国
際
登
録
」
と

い
う
。）に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条
^
æ
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
以
下
「
国
際
公
表
」
と
い
う
。）が

さ
れ
た
も
の
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条
]
に
規
定
す
る
国

際
登
録
の
日
（
以
下
「
国
際
登
録
の
日
」
と
い
う
。）に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
す
。

２

二
以
上
の
意
匠
を
包
含
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
さ
れ
た
意

匠
登
録
出
願
」
と
あ
る
の
は
、「
国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
ご
と
に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
」
と
す
る
。

３

第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
と
み
な

さ
れ
た
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
意
匠
登
録
出
願
」
と
い
う
。）に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条
F

に
規
定

す
る
国
際
登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
願
書
に
記
載
さ
れ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な
す
。
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